
契 約 書（案） 

 

 

１ 契約物品名   令和８年度入学生卒業アルバム 

 

２ 品質及び規格   別記のとおり 

 

３ 数 量   ３６０冊（卒業生予定数） 

 

４ 売 買 代 金   ￥     －（消費税及び地方消費税含む） 

 

５ 納 入 期 限   令和１１年２月１９日（履行開始日 令和８年３月１８日） 

 

６ 納 入 場 所   愛媛県立松山北高等学校 

 

７ 契約保証金   免 除 

 

 上記について、愛媛県立松山北高等学校長（以下「甲」という。）と、       （以下「乙」とい

う。）とは、次の条項により、売買契約を締結する。 

 

（契約物品の納入） 

第１条 乙は、契約物品を頭書の定めにより、甲に納入しなければならない。 

（権利義務の譲渡等） 

第２条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 

   ただし、権利にあっては、書面により甲の承認を得た場合は、この限りでない。 

（納入期限の延長） 

第３条 乙は、天災地変その他乙の責めに帰することのできない事由により、納入期限内に契約物品を 

   納入することができないときは、あらかじめ、その事由を付して、納入期限の延長を求めること 

   ができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して、書面をもって定めるものとする。 

（納入の終了通知） 

第４条 乙は、契約物品を納入したときは、直ちに、その旨を書面により、甲に通知しなければならない。 

（検査等） 

第５条 甲は、前条の通知を受けたときは、その日から 10 日以内に検査を行うものとする。 

２ 乙は、前項の検査の結果、甲から納入物品の品質、規格又は数量が頭書の記載と異なる旨の指 

摘を受けたときは、遅滞なく是正又は改善のうえ、甲にその旨を通知しなければならない。この 

場合において、甲は、当該通知を受けた日から 10日以内に検査を行うものとする。 

  ３ 乙は、第１項又は前項の検査に立ち会うものとし、これに立ち会わなかったときは、検査の結 

果について、甲に対し、異議を申し立てることができない。 

  ４ 契約物品の納入に要する一切の費用及び検査のために消耗、変質又はき損したものの損失は、 

   乙の負担とする。 

（所有権の移転等） 

第６条 契約物品の所有権は、前条第１項又は第２項の検査に合格したときをもって、乙から甲に移転 

   するものとし、移転前に生じた契約物品の亡失、き損等の損害は、すべて乙の負担とする。 



（売買代金の支払） 

第７条 甲は乙からの請求により次のとおり支払うものとする。 

  １ 前払金 は、令和 10年 ７月２０日頃     円を支払う。 

  ２ 中間払金は、令和 10年１２月２０日頃     円を支払う。 

  ３ 精算払金は、令和 11年 ２月２８日頃  残 額 を支払う。 

    甲は、請求書を受理した後その内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その 

   事由を明示してこれを乙へ返付するものとする。この場合において、当該請求書を返付した日か 

   ら甲が乙から是正した請求書を受理する日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。た 

   だし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失による場合は、適法な支払請求書の提 

   出があったものとしないものとする。 

（代理受領の禁止） 

第８条 乙は、売買代金の受領を第三者に委任してはならない。 

（特定物品の危険負担） 

第９条 乙は、契約物品が特定物である場合において、甲乙双方の責めに帰することのできない事由に 

   より、その債務を履行することができなくなったときは、甲に対し売買代金を請求することがで 

   きないものとする。 

（契約不適合責任） 

第 10 条 甲は、引き渡された物品が品質及び規格に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不 

   適合」という。)であるときは、乙に対し、当該物品の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を 

   請求することができる。 

２ 甲は、前項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわら 

ず、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求すること 

ができる。ただし、次号のいずれかに該当する場合は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請 

求することができる。 

(１) 履行の追完が不能であるとき。 

(２) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(３) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約 

をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過した 

とき。   

(４) 前３号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行に追完を受ける見込みがないことが明 

らかであるとき。 

（契約物品の納入遅延） 

第 11 条 乙は、自己の責めに帰すべき事由により納入期限までに契約物品を納入することができなかっ 

   たときは、納入期限の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、売買代金に政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律 256 号）で遅延利息の計算した額を、損害金として、甲に

支払わなければならない。 

  ２ 前項の日数には、納入の終了通知のあった日から検査を終了した日までの日数（第５条第２項 

   の規定により是正又は改善した場合におけるものを含む。）を算入しないものとする。 

 

（支払及び検査の遅延） 

第 12 条 甲は、その責めに帰すべき事由により、約定期間内に売買代金を支払わなかったときは、その 

   支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未支払金額に約定期間の翌日時点における 

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8条第 1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計 

   算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。ただし、その額が百円未満であるときは、その全 



   額を切り捨てるものとし、また、その額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り 

捨てるものとする。 

  ２ 甲は、その責めに帰すべき事由により、検査期間内に検査を行わない場合には、検査期間を経 

過した日から検査を行った日までの期間（次項において「遅延期間」という。）の日数は、約定期 

間の日数から差し引くものとする。 

  ３ 遅延期間の日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は、満了したものとみなし、甲は、 

   その超える日数に応じ、第１項の規定に準じて計算して得た額を乙に支払うものとする。   

（契約保証金の返還） 

第 13 条 乙は、契約保証金を納付している場合において、第６条の規定により契約物品の所有金を移転 

 したときは、甲に契約保証金返還請求書を提出することができる。 

２ 甲は、前項に規定する返還請求書を受理したときは、その日から 15日以内に契約保証金を乙に 

 返還するものとする。   

（契約解除） 

第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合は、いつでも、この契約の全部又は一部を解除 

 し、解除した部分に相当する額の 10分の１を違約金として乙から徴収することができる。ただし、 

 乙が契約保証金を納付している場合は、契約保証金を違約金に充当することができる。 

（１）契約の解除を請求した場合 

（２）この契約の履行をしなかった場合又は履行の全部若しくは一部が不能となった場合 

（３）契約物品に隠れた契約不適合があった場合 

（４）この契約の条項に違反した場合 

（５）甲が行う検査に際し詐欺その他の不正行為があった場合 

第 15 条 甲は、自己の都合により、いつでも、この契約の全部又は一部を解除することができる。この 

 場合において、乙に損害の確証があり、かつ、乙から契約解除後３０日以内に損害賠償の請求が 

あったものに限り、甲が適当と認める金額を賠償するものとする。ただし、乙の同意を得て解除 

した場合は、この限りでない。 

（契約の変更） 

第 16 条 この契約の内容を変更するときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。 

（その他） 

第 17 条 この契約書に定めない事項については、愛媛県会計規則（昭和 45年愛媛県規則第 18 号）による 

 ものとし、同規則に定めのない事項については、甲乙協議して定める。 

 

 この契約の証として本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。 

 

 令和  年  月  日 

 

 

                 愛媛県松山市文京町４番地１ 

             甲 

愛媛県立松山北高等学校 

校長 井上 浩 

 

                  

             乙 

                  



                  

 

別 記 

 

１ 契約物品の内訳 

品  名 品質・規格 数 量 単 価 金 額 納入場所 

卒業アルバム 

・Ａ４得寸紙ケース付 

・カラー表紙 

ビニールコート使用 

・ 本 誌 カ ラ ー 印 刷   

最大 60 頁 

  

 

愛媛県立 

松山北高校 

 

 

 

２ その他附帯条件 

 

令和 11 年１月 31 日までに転退学等のために注文をとりやめる生徒がある場合

は、前払金を相殺し、以後、契約金額を減額するものとする。 

      転入等のために追加注文する場合は、増額するものとする。 

学校保存用アルバム及び教職員に対して販売する場合には、契約金額で販売す

るものとする。 

 

 

注意事項 

 

１ 卒業アルバム制作にあたっては、学校側と事前に打ち合わせを綿密に行うものとする。 

２ 来校の際は、学校側の係の名前と約束の時間を事務室受付へ申し出るものとする。 

３ 施設・設備を使用する場合は、学校の係から事前に事務担当者へ申し出てもらい、施

設・設備の使用許可を受けているかどうか確認をするものとする。 

４ この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報 

  取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


